


有料職業紹介 返戻金に関する事項（令和 8 年度） 

 

有料職業紹介基本契約書 第４条より 

第４条 この紹介した求職者が一身上の都合により、６か月以内に退職した場合、乙は甲に

対して領収済みの紹介手数料の一部を下記期間及び割合に応じて、返還しなければならな

い。 

 

入社３か月以内の退職        紹介手数料の５０％ 

入社４か月以内の退職        紹介手数料の４０％ 

入社５か月以内の退職        紹介手数料の３０％ 

入社６か月以内の退職        紹介手数料の２０％ 

 

但し、退職の理由が一身上の都合であっても、甲の労働関係諸法令違反を原因とする場合は、 

返還しないことがある。 

 

手数料実積率または額        ０％ 

 

離職率               ０％ 


